
○
規

則

○
告

示

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指

定

年

月

日

糸
口
歯
科
診
療
所

社
会
福
祉
法
人
大

分
県
社
会
福
祉
事

業
団

宇
佐
市
大
字
猿
渡
一
〇
三
〇
―
一

平
一
七
・

三
・
三
一

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
日
出
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

速
見
郡
日
出
町
大
字
川
崎
四
九
四

一
―
八

平
二
九
・

九
・

一

九
州
調
剤
薬
局
医
大
前

店

（
株
）
エ
ス
・

ケ
ー
・
フ
ァ
ー
マ

シ
ー

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
三
丁
目

一
二
三
三
―
二

平
二
七
・

四
・

一

こ
じ
か
こ
ど
も
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
こ
ど
も

会

日
田
市
大
字
渡
里
一
〇
三
九
―
六

平
二
七
・
一
二
・

一

横
井
医
院

医
療
法
人
横
井
医

院

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
落
合
一
〇
一

一

平
二
八
・

一
・

一

規

則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
義
務
加
入
に
か
か
る
同
意
成
立
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
五
十
六
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
様
式
の
五
中「

強
姦
」

を「
強
制
性
交
等
」

に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中「

強
姦
」

を「
強
制
性
交
等
」

に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
上
の
留
意
事
項
中
７
を
８
と

し
、
２
か
ら
６
ま
で
を
３
か
ら
７
ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
平
成
２０
年
３
月
３１
日
以
前
に
広
告
し
て
い
る
神
経
科
に
お
け
る
受
診
歴
を
精
神
科
受
診
歴
等
に
含
む

こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年

第

二

九

一

八

号

九
月
二
十
二
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

一



中
川
泌
尿
器
科

医
療
法
人
中
川
泌

尿
器
科

日
田
市
上
野
町
泉
六
〇
一
―
一

〃

桂
林
病
院

医
療
法
人
鶴
林
会

日
田
市
城
町
一
丁
目
二
―
六
一

〃

武
内
歯
科
医
院

医
療
法
人
健
慈
会

日
田
市
元
町
一
九
―
二
五

〃

平
田
診
療
所

医
療
法
人
平
田
診

療
所

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
平
田
一
五

一
八
―
一

平
二
八
・

二
・

一

中
浦
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
中
浦
循

環
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

佐
伯
市
向
島
二
丁
目
二
一
―
一
三

〃

医
療
法
人
順
榮
会
玖
珠

記
念
病
院

医
療
法
人
順
榮
会

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
六
三
三

―
二

〃

五
反
田
病
院

医
療
法
人
利
光
会

日
田
市
大
字
竹
田
三
九
五
―
一

平
二
八
・

三
・

一

た
て
い
し
薬
局
本
店

有
限
会
社
た
て
い

し
薬
局

別
府
市
鶴
見
町
六
―
一

〃

新
港
イ
ト
セ
歯
科

医
療
法
人
誠
心
会

別
府
市
新
港
町
五
―
一

平
二
八
・

五
・

一

医
療
法
人
さ
い
と
う
歯

科
医
院

医
療
法
人
さ
い
と

う
歯
科
医
院

国
東
市
安
岐
町
塩
屋
二
九
〇
―
六

平
二
八
・

五
・
一
五

髙
椋
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
健
清
会

中
津
市
大
字
上
宮
永
二
九
九
―
三

平
二
八
・

六
・

一

桐
田
眼
科
医
院

医
療
法
人
桐
田
眼

科
医
院

宇
佐
市
大
字
四
日
市
二
六
二
五

〃

く
ま
の
み
ど
う
小
児
科

医
療
法
人
く
ま
の

み
ど
う
小
児
科

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
〇
―
一

〃

小
向
薬
局
本
店

有
限
会
社
ヘ
ル
ス

ラ
ン
ド
小
向

速
見
郡
日
出
町
二
九
九
六
―
二

〃

渡
部
内
科
循
環
器
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
純

優
会

別
府
市
末
広
町
六
―
三
一

平
二
八
・

七
・

一

つ
く
し
園

社
会
福
祉
法
人
直

心
会

中
津
市
三
光
森
山
八
二
三
―
二

〃

長
内
科
小
児
科
胃
腸
科

医
院

医
療
法
人
長
内
科

小
児
科
胃
腸
科
医

院

玖
珠
郡
玖
珠
町
帆
足
二
三
二
―
八

〃

真
辺
歯
科
医
院

真

邉

健

一

中
津
市
大
字
大
悟
法
五
二
九

〃

第
二
谷
口
歯
科
医
院

医
療
法
人
第
二
谷

口
歯
科
医
院

速
見
郡
日
出
町
大
字
豊
岡
三
八
五

―
一

〃

渡
町
台
外
科
病
院

吉
川

健
一
郎

佐
伯
市
長
島
町
三
丁
目
一
三
―
一

二

平
二
八
・

八
・

一

医
療
法
人
信
和
会
和
田

病
院

医
療
法
人
信
和
会

宇
佐
市
大
字
出
光
一
六
五
―
一

〃

児
玉
内
科
医
院

医
療
法
人
児
玉
内

科
医
院

別
府
市
北
浜
三
丁
目
三
―
一
二

平
二
八
・

九
・

一

武
井
医
院

医
療
法
人
武
井
医

院

別
府
市
幸
町
一
一
―
二
〇

〃

み
え
記
念
病
院

医
療
法
人
医
心
会

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
九
八
四

―
二

〃

多
田
整
形
外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
悠
哲
会

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字
深
田

一
五
七
〇

〃

井
上
小
児
科
医
院

医
療
法
人
井
上
小

児
科
医
院

中
津
市
大
字
上
宮
永
字
友
ノ
町
一

三
―
四

平
二
八
・
一
〇
・

一

松
谷
診
療
所

医
療
法
人
松
谷
診

療
所

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
八
七
〇

〃

ニ
コ
ニ
コ
診
療
所

医
療
法
人
ニ
コ
ニ

コ
診
療
所

豊
後
大
野
市
三
重
町
小
坂
四
一
六

九
―
一

〃

医
療
法
人
あ
す
か
会
伊

藤
歯
科
医
院

医
療
法
人
あ
す
か

会
伊
藤
歯
科
医
院

日
田
市
玉
川
町
四
三
―
一

〃

医
療
法
人
白
圡
歯
科
医

院

医
療
法
人
白
圡
歯

科
医
院

臼
杵
市
大
字
臼
杵
一
〇
九
―
三

〃

里
見
医
院

医
療
法
人
英
然
会

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
八
―
三
六

平
二
八
・
一
一
・

一

東
内
科
医
院

医
療
法
人
東
内
科

医
院

佐
伯
市
中
村
東
町
六
―
一
一

〃

薬
師
寺
医
院

医
療
法
人
誠
寿
会

津
久
見
市
入
船
西
町
一
一
―
二
四

〃

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



野
津
第
一
内
科
医
院

医
療
法
人
野
津
第

一
内
科
医
院

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
五
一

〇

平
二
八
・
一
二
・

一

渡
辺
医
院

医
療
法
人
芙
岳
会

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
二
二
二
―

一

〃

院
内
中
央
医
院

医
療
法
人
安
土
会

宇
佐
市
院
内
町
大
副
字
下
原
四
八

三
―
一

〃

高
田
病
院

医
療
法
人
玖
寿
会

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
五
九

〃

日
田
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院

医
療
法
人
石
田
記

念
会

日
田
市
大
字
西
有
田
九

平
二
九
・

二
・

一

水
沼
医
院

医
療
法
人
水
沼
医

院

佐
伯
市
駅
前
二
丁
目
四
―
九

〃

松
原
医
院

医
療
法
人
真
和
会

国
東
市
武
蔵
町
古
市
一
一
二
―
一

〃

医
療
法
人
社
団
知
心
会

一
ノ
宮
脳
神
経
外
科
病

院

医
療
法
人
社
団
知

心
会

日
田
市
竹
田
新
町
二
―
四
八

平
二
九
・

三
・

一

曽
根
病
院

医
療
法
人
明
石
会

佐
伯
市
長
島
町
二
丁
目
一
八
―
二

四

〃

宇
佐
リ
ハ
ビ
リ
診
療
所

医
療
法
人
立
清
会

宇
佐
市
大
字
山
本
一
六
五
八

〃

日
田
市
立
上
津
江
診
療

所

日
田
市

日
田
市
上
津
江
町
川
原
三
九
三
三

平
二
九
・

三
・
二
二

医
療
法
人
百
善
会
村
橋

病
院

医
療
法
人
財
団
百

善
会

別
府
市
千
代
町
二
―
五

平
二
九
・

四
・

一

宇
佐
高
田
医
師
会
病
院

一
般
社
団
法
人
宇

佐
市
医
師
会

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
六
三
五

〃

麻
生
医
院

麻

生

真

佐

豊
後
大
野
市
緒
方
町
下
自
在
一
六

八
―
一

〃

社
会
医
療
法
人
関
愛
会

清
川
診
療
所

社
会
医
療
法
人
関

愛
会

豊
後
大
野
市
清
川
町
砂
田
一
八
七

七
―
三

〃

医
療
法
人
山
下
歯
科
医

院

医
療
法
人
山
下
歯

科
医
院

速
見
郡
日
出
町
三
一
八
四

平
二
九
・

七
・

一

暘
谷
苑
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

社
会
福
祉
法
人
暘

谷
福
祉
会

速
見
郡
日
出
町
三
八
七
八
―
一
三

ブ
ル
ー
ム
ビ
ル
二
Ｆ

〃

黒
木
記
念
病
院

医
療
法
人
社
団
春

日
会

別
府
市
照
波
園
町
一
四
―
二
八

平
二
九
・

八
・

一

い
け
べ
耳
鼻
咽
喉
科
医

院

医
療
法
人
い
け
べ

耳
鼻
咽
喉
科
医
院

日
田
市
淡
窓
一
丁
目
二
―
五
二
―

二

〃

国
家
公
務
員
共
済
組
合

連
合
会
新
別
府
病
院

国
家
公
務
員
共
済

組
合
連
合
会

別
府
市
大
字
鶴
見
三
八
九
八

平
二
九
・

九
・

一

小
路
内
科
医
院

医
療
法
人
高
徳
純

眞
会

中
津
市
大
字
上
宮
永
七
四

〃

秦
医
院

医
療
法
人
社
団
柏

方
会

竹
田
市
大
字
竹
田
七
五
五

〃

医
療
法
人
谷
口
歯
科
医

院

医
療
法
人
谷
口
歯

科
医
院

別
府
市
北
浜
一
丁
目
二
―
二
五

〃

そ
う
ご
う
薬
局
中
津
店

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社

中
津
市
大
字
永
添
五
一
二
―
二

〃

フ
ァ
ン
薬
局
長
門
記
念

病
院
前

株
式
会
社
フ
ァ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
二
〇
〇
七

―
七

〃

さ
ざ
ん
か
薬
局

株
式
会
社
そ
う
り

ん

速
見
郡
日
出
町
川
崎
八
三
七
―
一

〃

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
四
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

特
定
非
営
利
活
動
法
人

Ａ
Ｐ
Ｕ
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

福

谷

正

信

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

別
府
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
内
や
海
外
の
企
業
に
対
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ
る
情
報
収
集
、
調
査
・
研
究
、
講

演
や
セ
ミ
ナ
ー
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
の
紹
介
・
斡
旋
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
学
術
の
振
興
、
国
際
協
力
、
経
済
活
動
の
活
性
化
、
職
業
能
力
の
開
発
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

解
散
及
び
合
併
に
関
す
る
事
項
の
変
更

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ス
ポ
中
津
北

中
津
市
大
字
大
新
田
字
六
番
通
二
百
七
十
六
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森

田

俊

作

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役
社
長

吉

弘

晃

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

代
表
取
締
役

柳

井

正

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

株
式
会
社
フ
タ
タ

取
締
役
会
長

二

田

孝

文

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
三
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
ー
ト

代
表
取
締
役
社
長

野

口

実

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
十
二
番
一
号

株
式
会
社
セ
リ
ア

代
表
取
締
役
社
長

河

合

映

治

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
十
八
番
地

変
更
後

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

吉

弘

晃

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

代
表
取
締
役

柳

井

正

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

株
式
会
社
フ
タ
タ

代
表
取
締
役

二

田

孝

文

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
三
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
ー
ト

代
表
取
締
役

野

口

実

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
十
二
番
一
号

株
式
会
社
セ
リ
ア

代
表
取
締
役

河

合

映

治

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四
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!
!
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岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
十
八
番
地

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

代
表
取
締
役

宮

田

亮

史

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
二
丁
目
二
番
一
号

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
十
五
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

一
月
二
十
二
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以

下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。な

お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ス
ポ
中
津
北

中
津
市
大
字
大
新
田
字
六
番
通
二
百
七
十
六
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森

田

俊

作

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
フ
タ
タ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
ー
ト

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
セ
リ
ア

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

変
更
後

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
フ
タ
タ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
ー
ト

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
セ
リ
ア

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
十
五
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五
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事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

両
院
三
期
地
区

平
二
九
・

九
・
二
二
か
ら

平
二
九
・
一
〇
・
一
二
ま
で

宇
佐
市
役
所

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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!

○
公

告

公

告

す

る

書

類

の

名

称

公

告

期

間

公

告

場

所

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

一
月
二
十
二
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以

下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。な

お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
心
院
土

地
改
良
区
理
事
長
佐
田
則
昭
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

加
入
区
の
名
称

南
海
部
第
四
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
米
水
津
村
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

大
分
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

加
入
区
の
名
称

南
海
部
第
四
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
米
水
津
村
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

万
治
池
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
た
め
池
整
備
）
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

六



変
更
後
の
県
営
万
治
池
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
た
め
池
整
備
）
計
画
の
概
要

平
二
九
・

九
・
二
二
か
ら

平
二
九
・

九
・
二
七
ま
で

国
東
市
役
所

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
津
市
大
字
大
貞
字
中
ノ
林
三
百
八
十
九
番
一
、
三
百
八
十
九
番
二
、
三
百
八
十
九
番
四
、
三
百
八
十

九
番
八
、
三
百
八
十
九
番
九
、
三
百
八
十
九
番
十
一
、
三
百
八
十
九
番
十
二
の
一
部
、
三
百
八
十
九
番
十

四
、
三
百
八
十
九
番
十
五
、
三
百
八
十
九
番
十
六
、
三
百
八
十
九
番
十
七
、
三
百
八
十
九
番
十
八
、
三
百

八
十
九
番
十
九
、
三
百
八
十
九
番
二
十
、
三
百
八
十
九
番
二
十
一
、
三
百
八
十
九
番
二
十
二
、
三
百
九
十

番
一
、
三
百
九
十
番
三
、
三
百
九
十
番
四
及
び
三
百
九
十
一
番
十
五

二

開
発
区
域
の
面
積

三
万
千
百
五
十
四
・
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

四

完
了
検
査
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
九
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｃ
Ｎ
Ｃ
三
次
元
測
定
機

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
三
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

関
東
物
産
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

坂
本

直
樹

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
三
丁
目
九
番
三
十
三
号

五

落
札
金
額

三
千
三
百
二
十
九
万
六
千
四
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七


